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史
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一
の
（
二
）
に
つ
い
て 

一
の
（
一
）
に
つ
い
て 

金
融
監
督
庁
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
大
蔵
省
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
月
、
多
数
の
国
の
金
融
機

関
等
が
加
盟
し
て
い
る
ビ
ザ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
、
「
日
本
に
お
い
て
偽
造
カ
ー
ド
の
悪
用
に
よ
る
犯
罪
を
防
止 

す
る
た
め
、
カ
ー
ド
情
報
の
窃
取
並
び
に
偽
造
カ
ー
ド
の
作
成
、
所
持
等
の
行
為
を
直
接
規
制
す
る
た
め
の
法
整
備
が
早
急

に
な
さ
れ
る
こ
と
」
等
を
求
め
る
要
望
を
受
け
た
。 

ま
た
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
外
務
省
、
大
蔵
省
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
同
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
、

多
数
の
国
の
金
融
機
関
等
が
加
盟
し
て
い
る
マ
ス
タ
ー
カ
ー
ド
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
、
「
支
払
カ
ー
ド
不
正
に
関 

し
て
必
要
な
日
本
の
法
律
を
制
定
し
、
現
在
の
法
律
を
改
定
し
て

新
の
も
の
に
す
る
こ
と
」
等
を
求
め
る
要
望
を
受
け 

 

た
。 こ

れ
ら
の
要
望
に
対
す
る
政
府
の
回
答
は
行
っ
て
い
な
い
。 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
含
む
各
種
支
払
カ
ー
ド
の
偽
造
等
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
犯
罪
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

二
に
つ
い
て 

各
国
の
法
規
制
に
つ
い
て
す
べ
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
作
成
及
び
使
用
に
つ

い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
及
び
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
処
罰
の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
所
持
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
及

び
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、

偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
取
得
が
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
磁
気
ス
ト
ラ

イ
プ
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
情
報
（
以
下
「
カ
ー
ド
情
報
」
と
い
う
。
）
の
不
正
取
得
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ 

 
 

合
衆
国
に
お
い
て
は
、
無
権
限
の
カ
ー
ド
情
報
の
所
持
が
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
無
権
限
の
カ
ー
ド

情
報
の
所
持
、
使
用
、
取
引
等
が
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

我
が
国
の
現
行
法
に
お
い
て
も
、
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
（
刑
法
（
明
治

四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
又
は
私
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
（
同
法
第
百
六
十
一

関
係
各
省
庁
間
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
、
被
害
の
実
状
や
諸
外
国
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
対
す
る
取
組
等
の
把
握
に
努
め

る
と
と
も
に
、
法
整
備
を
含
め
た
所
要
の
対
策
を
講
ず
る
た
め
の
協
議
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二 

 



 

三
に
つ
い
て 

現
在
、
一
部
の
保
険
会
社
が
販
売
し
て
い
る
保
険
商
品
に
は
、
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
「
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
と
い
う
新
し 

 

い
カ
ー
ド
が
発
行
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
預
金
者
の
保
有
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
買
物
等
の
支
払
が

で
き
、
預
金
者
の
口
座
か
ら
支
払
代
金
が
即
座
に
引
き
落
と
さ
れ
る
。
）
が
偽
造
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
場
合
等
に
そ
の
損
失 

を
補
て
ん
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
約
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
保
険
契
約 

が
締
結
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
郵
政
省
が
発
行
し
て
い
る
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
取
引

に
つ
い
て
は
、
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
が
適
用
さ
れ
、
偽
造
カ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
振
替
が
行
わ

条
の
二
第
一
項
）
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
り
、
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
偽
造
有
印
私
文
書
行
使

罪
（
同
法
第
百
六
十
一
条
）
又
は
不
正
作
出
私
電
磁
的
記
録
供
用
罪
（
同
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
三
項
）
と
し
て
処
罰
の

対
象
と
な
り
得
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ド
情
報
の
不
正
取
得
及
び
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
所
持
は
、
処
罰
の
対
象
と
さ
れ

て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
被
害
の
実
状
等
を
十
分
に
把
握
し
て
、
そ
の
必
要
性
の
有
無
に

つ
い
て
見
極
め
た
上
、
他
の
関
連
す
る
規
定
と
の
整
合
性
、
規
制
の
対
象
と
す
る
支
払
カ
ー
ド
の
種
類
及
び
行
為
の
範
囲
等

に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三 

 



 

れ
た
場
合
に
は
、
個
々
の
事
実
関
係
に
応
じ
て
国
に
よ
る
損
失
補
て
ん
を
行
う
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
民
間

の
金
融
機
関
が
発
行
し
て
い
る
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
カ
ー
ド
の
利
用
方
法
等
を
定
め
た

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
取
引
規
定
の
ほ
か
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
同
規
定
に
お
い
て
は
、
偽
造 

 

カ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
預
金
の
払
戻
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
預
金
者
に
帰
責
事
由
が
な
い
と
き
は
、
民
間
の
金
融
機
関
は

免
責
を
主
張
し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
預
金
者
の
損
失
が
補
て
ん
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。 

個
々
の
民
間
の
金
融
機
関
が
定
め
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
規
定
や
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
取
引
規
定
に
つ
い
て
は
、
銀
行
法 

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
等
の
法
律
上
の
認
可
事
項
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
各
金
融
機
関
の
自
主
的
な
経
営

判
断
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
現
在
、
郵
政
省
、
金
融
機
関
、
流
通
企
業
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

「
日
本
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
推
進
協
議
会
」
に
お
い
て
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
偽
造
カ
ー
ド
に
よ
る
被
害
等
に
対
応
す

る
保
険
商
品
に
つ
い
て
官
民
が
連
携
し
て
検
討
を
進
め
る
な
ど
、
利
用
者
等
が
安
心
し
て
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
取

引
を
行
え
る
環
境
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
偽
造
等
に
よ
る
被
害
発
生
の
防
止
や
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、

四 

 



 

 

五 

自
ら
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
は
も
と
よ
り
、
金
融
機
関
等
に
対
し
て
も
、
不
正
防
止
策
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る 

 
 

ほ
か
、
カ
ー
ド
の
管
理
に
何
ら
瑕
疵

か

し

の
な
い
利
用
者
が
被
害
に
あ
っ
た
場
合
の
補
償
方
法
等
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
よ

う
指
導
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 


